
受付時間 平日の午前９時半～午後４時半
相談料 初回相談無料（３０分程度）

電話番号 ０４５‐２１１－７７００
※横浜弁護士会関内法律相談センターの番号と共通になります。

被災者ホットダイヤル利用希望とお伝えください。

横浜弁護士会では、東日本大震災や福島第一原子力発電所事故によ
りお困りの、神奈川県内在住の方を対象に無料法律相談を実施してい
ます。
原発事故による損害賠償問題、震災・津波により自宅を失ったがロー
ンが残ってしまっている、避難先で家族と不仲になってしまった、風評被
害で困っている・・・など何でもお気軽にご相談ください。
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